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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
地上に固定する基部固定体と上昇付勢により先端部が基部固定体から離隔するように連結
構成した捕獲作用体とよりなり、基部固定体と捕獲作用体とはそれぞれの先端部を連結具
を介して連結すると共に、連結具は外部からの一定のトリガーにより連結が解除されて捕
獲作用体の先端部が基部固定体から離隔して上昇付勢するように構成し、更には、捕獲作
用体は、支持基体と、支持基体に取外し自在に装着したガイド基体と、突出付勢された突
出体前端がガイド基体の先方にあるロープ輪の結び目に当接して結び目をロープ輪の収縮
方向に変位させる突出体と、突出体をガイド基体に沿って前方向に突出付勢する突出機構
と、突出体に沿って伸延し一端は周辺の固定物に固定し、他端は結び目を形成して収縮自
在の輪に構成したロープ輪からなる捕獲ロープとから構成したことを特徴とする野生動物
の捕獲用罠。
【請求項２】
ガイド基体と突出体はパイプ状に構成して突出体はガイド基体中を摺動自在とすると共に
、突出機構はガイド基体の底部と突出体の天井部との間にスプリングを介設して構成した
ことを特徴とする請求項１に記載の野生動物の捕獲用罠。
【請求項３】
基部固定体の先端部には垂直のストッパピンを連結し、ストッパピンは支持基体の先端に
穿設したピンガイド孔を下方から挿通して突出体先端面と当接し突出体の突出付勢に抗し
て突出体を規制した
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ことを特徴とする請求項１または２に記載の野生動物の捕獲用罠。
【請求項４】
支持基体先端には地上面から一定の高さにロープ輪を載置し仮固定する固定枠を突設し、
固定枠の内部には略円形の踏み板を収納した
ことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の野生動物の捕獲用罠。
【請求項５】
基部固定体と捕獲作用体の各先端部間に介設した連結具は、基部固定体の先端に下端部を
枢支した係合リングと、捕獲作用体の先端に基端を固定し中途を係合リングの内部に挿貫
して中途を係合リングで下方に押し下げられた環状紐体と、環状紐体の先端輪部と係止し
下端部は踏み板の一端に穿設したピン孔に挿貫係合した垂直ピンとより構成し、しかも、
外部からの一定のトリガーにより連結が解除されて捕獲作用体の先端部が基部固定体から
離隔して上昇付勢するように構成した
ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の野生動物の捕獲用罠。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、野生動物の捕獲用罠に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、野生動物の捕獲用罠においては、通常、野生動物が踏み板を踏んだり、検知部材
に接触したりした場合にこれらと連動連結したロープが自動で作用して野生動物の足を捕
縛したり、檻が自動的に閉塞したりして野生動物を捕獲するように構成されているのが一
般的である（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特願２０１３－１７９９１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、特に野生動物が踏み板を踏んだり、検知部材に接触したりして、これらと連
動連結したロープが自動的に作用してロープ輪を絞り込み野生動物の足を捕縛する捕獲用
罠にあっては、ロープ輪が地面上に一定の輪の拡がりで水平に載置されているためロープ
輪が絞り込まれる瞬間に野生動物が足を縮めたり飛び跳ねたりするとロープ輪を絞り込む
タイミングがずれて野生動物の足をロープ輪で適確に捕獲できず捕獲効率が低下するもの
であった。
　この発明では、野生動物が踏み板等の検知部材に接触したらロープ輪が地上から上方に
変位して空中で輪の絞りこみ作動をするように構成して野生動物の瞬間的な罠からの逃避
行動に追従して野生動物の足にロープ輪で確実に捕縛可能な野生動物の捕獲用罠を提供す
るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明は、地上に固定する基部固定体と上昇付勢により先端部が基部固定体から離隔
するように連結構成した捕獲作用体とよりなり、基部固定体と捕獲作用体とはそれぞれの
先端部を連結具を介して連結すると共に、連結具は外部からの一定のトリガーにより連結
が解除されて捕獲作用体の先端部が基部固定体から離隔して上昇付勢するように構成し、
更には、捕獲作用体は、支持基体と、支持基体に取外し自在に装着したガイド基体と、突
出付勢された突出体前端がガイド基体の先方にあるロープ輪の結び目に当接して結び目を
ロープ輪の収縮方向に変位させる突出体と、突出体をガイド基体に沿って前方向に突出付
勢する突出機構と、突出体に沿って伸延し一端は周辺の固定物に固定し、他端は結び目を
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形成して収縮自在の輪に構成したロープ輪からなる捕獲ロープとから構成したことを特徴
とする野生動物の捕獲用罠を提供する。
【０００６】
　また、ガイド基体と突出体はパイプ状に構成して突出体はガイド基体中を摺動自在とす
ると共に、突出機構はガイド基体の底部と突出体の天井部との間にスプリングを介設して
構成したことにも特徴を有する。
【０００７】
　また、基部固定体の先端部には垂直のストッパピンを連結し、ストッパピンは支持基体
の先端に穿設したピンガイド孔を下方から挿通して突出体先端面と当接し突出体の突出付
勢に抗して突出体を規制したことにも特徴を有する。
【０００８】
　また、支持基体先端には地上面から一定の高さにロープ輪を載置し仮固定する固定枠を
突設し、固定枠の内部には略円形の踏み板を収納したことにも特徴を有す
る。
【０００９】
　また、基部固定体と捕獲作用体の各先端部間に介設した連結具は、基部固定体の先端に
下端部を枢支した係合リングと、捕獲作用体の先端に基端を固定し中途を係合リングの内
部に挿貫して中途を係合リングで下方に押し下げられた環状紐体と、環状紐体の先端輪部
と係止し下端部は踏み板の一端に穿設したピン孔に挿貫係合した垂直ピンとより構成し、
しかも、外部からの一定のトリガーにより連結が解除されて捕獲作用体の先端部が基部固
定体から離隔して上昇付勢するように構成したことにも特徴を有する。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１の発明によれば、地上に固定する基部固定体と上昇付勢により先端部が基部固
定体から離隔するように連結構成した捕獲作用体とよりなり、基部固定体と捕獲作用体と
はそれぞれの先端部を連結具を介して連結すると共に、連結具は外部からの一定のトリガ
ーにより連結が解除されて捕獲作用体の先端部が基部固定体から離隔して上昇付勢するよ
うに構成し、更には、捕獲作用体は、支持基体と、支持基体に取外し自在に装着したガイ
ド基体と、突出付勢された突出体前端がガイド基体の先方にあるロープ輪の結び目に当接
して結び目をロープ輪の収縮方向に変位させる突出体と、突出体をガイド基体に沿って前
方向に突出付勢する突出機構と、突出体に沿って伸延し一端は周辺の固定物に固定し、他
端は結び目を形成して収縮自在の輪に構成したロープ輪からなる捕獲ロープとから構成し
たことにより、確実に野生動物の足をロープ輪で緊縛することができ、特に捕獲作用体が
連結具の解除により基部固定体から離隔して上昇付勢されるため捕獲作用体の構成部材た
る突出体も上昇してその先方にあるロープ輪を上昇位置において収縮させることができ、
そのために野生動物が足を縮めたりしても確実に野生動物の足をロープ輪で緊縛すること
ができる効果がある。
【００１１】
　請求項２の発明によれば、ガイド基体と突出体はパイプ状に構成して突出体はガイド基
体中を摺動自在とすると共に、突出機構はガイド基体の底部と突出体の天井部との間にス
プリングを介設して構成したことにより、突出体はガイド基体により確実に案内されてス
プリング付勢により突出作動することができその先方に設けたロープ輪の緊縮を確実に行
うことができる効果がある。
【００１２】
　請求項３の発明によれば、基部固定体の先端部には垂直のストッパピンを連結し、スト
ッパピンは支持基体の先端に穿設したピンガイド孔を下方から挿通して突出体先端面と当
接し突出体の突出付勢に抗して突出体を規制したことにより、ストッパピンが捕獲作用体
の上昇付勢により突出体先端面から離隔し突出体の突出規制が外れてロープ輪が緊縛作動
する時期に至るまでは突出体はストッパピンにより突出作動を規制されて突出体内部のス
プリングにより不用意に突出作動する危険を回避することができる効果がある。。
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【００１３】
　請求項４の発明によれば、支持基体先端には地上面から一定の高さにロープ輪を載置し
仮固定する固定枠を突設し、固定枠の内部には略円形の踏み板を収納した
ことにより、踏み板を野生動物の足が踏んだ際に捕獲作用体の支持基体先端の上昇付勢時
にロープ輪が固定枠から適確に外れて野生動物の足の周囲を囲む状態となり次の工程の緊
縛作動に移行しやすくなる効果がある。
【００１４】
　請求項５の発明によれば、基部固定体と捕獲作用体の各先端部間に介設した連結具は、
基部固定体の先端に下端部を枢支した係合リングと、捕獲作用体の先端に基端を固定し中
途を係合リングの内部に挿貫して中途を係合リングで下方に押し下げられた環状紐体と、
環状紐体の先端輪部と係止し下端部は踏み板の一端に穿設したピン孔に挿貫係合した垂直
ピンとより構成し、しかも、外部からの一定のトリガーにより連結が解除されて捕獲作用
体の先端部が基部固定体から離隔して上昇付勢するように構成したために、野生動物によ
る踏み板の下降によりピン孔から垂直ピンが抜去されて垂直ピンがピン孔からの規制を脱
して飛散し同時に環状紐体が係合リングから抜けて基部固定体との連結部の連結が解除さ
れて捕獲作用体の先端部が基部固定体から離隔して上昇付勢することになるので基部固定
体から捕獲作用体を離隔して確実に突出体によりロープ輪で野生動物の足を緊縛すること
ができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の野生動物の捕獲用罠の設置状態を示す斜視図。
【図２】本発明の野生動物の捕獲用罠を示す斜視図。
【図３】本発明の野生動物の捕獲用罠を示す平面図。
【図４】本発明の野生動物の捕獲用罠を示す側面説明図。
【図５】捕獲ロープと突出機構を示す断面説明図。
【図６】本発明の野生動物の捕獲用罠の設置状態を示す側面図。
【図７】本発明の野生動物の捕獲用罠の作動状態を示す説明図。
【図８】本発明の野生動物の捕獲用罠の作動状態を示す説明図。
【図９】本発明の野生動物の捕獲用罠の作動状態を示す説明図。
【図１０】本発明の野生動物の捕獲用罠の作動状態を示す説明図。
【図１１】罠踏み板の使用状態を示す斜視図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　この発明は、地上に固定する基部固定体と上昇付勢により先端部が基部固定体から離隔
するように連結構成した捕獲作用体とよりなり、基部固定体と捕獲作用体とはそれぞれの
先端部を連結具を介して連結すると共に、連結具は外部からの一定のトリガーにより連結
が解除されて捕獲作用体の先端部が基部固定体から離隔して上昇付勢するように構成し、
更には、捕獲作用体は、支持基体と、支持基体に取外し自在に装着したガイド基体と、突
出付勢された突出体前端がガイド基体の先方にあるロープ輪の結び目に当接して結び目を
ロープ輪の収縮方向に変位させる突出体と、突出体をガイド基体に沿って前方向に突出付
勢する突出機構と、突出体に沿って伸延し一端は周辺の固定物に固定し、他端は結び目を
形成して収縮自在の輪に構成したロープ輪からなる捕獲ロープとから構成したことを特徴
とする野生動物の捕獲用罠を提供する。
【００１７】
　また、ガイド基体と突出体はパイプ状に構成して突出体はガイド基体中を摺動自在とす
ると共に、突出機構はガイド基体の底部と突出体の天井部との間にスプリングを介設して
構成している。
【００１８】
　また、基部固定体の先端部には垂直のストッパピンを連結し、ストッパピンは支持基体
の先端に穿設したピンガイド孔を下方から挿通して突出体先端面と当接し突出体の突出付
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勢に抗して突出体を規制している。
【００１９】
　また、支持基体先端には地上面から一定の高さにロープ輪を載置し仮固定する固定枠を
突設し、固定枠の内部には略円形の踏み板を収納している。
【００２０】
　また、基部固定体と捕獲作用体の各先端部間に介設した連結具は、基部固定体の先端に
下端部を枢支した係合リングと、捕獲作用体の先端に基端を固定し中途を係合リングの内
部に挿貫して中途を係合リングで下方に押し下げられた環状紐体と、環状紐体の先端輪部
と係止し下端部は踏み板の一端に穿設したピン孔に挿貫係合した垂直ピンとより構成し、
しかも、外部からの一定のトリガーにより連結が解除されて捕獲作用体の先端部が基部固
定体から離隔して上昇付勢するように構成している。
【００２１】
　以下この発明の実施を図面に基づき詳細に説明する。
　図１は本発明の野生動物の捕獲用罠の設置状態を示す斜視図、図２は本発明の野生動物
の捕獲用罠を示す斜視図、図３は本発明の野生動物の捕獲用罠を示す平面図、図４は本発
明の野生動物の捕獲用罠を示す側面説明図、図５は捕獲ロープと突出機構を示す断面説明
図、図６は本発明の野生動物の捕獲用罠の設置状態を示す側面図、図７は本発明の野生動
物の捕獲用罠の作動状態を示す説明図、図８は本発明の野生動物の捕獲用罠の作動状態を
示す説明図、図９は本発明の野生動物の捕獲用罠の作動状態を示す説明図、図１０は本発
明の野生動物の捕獲用罠の作動状態を示す説明図、図１１は罠踏み板の使用状態を示す斜
視図である。
【００２２】
　この発明は、図１から図４に示すように地上Ｇに固定する基部固定体Ａと上昇付勢によ
り先端部Ａ１が基部固定体Ａから離隔するように連結構成した捕獲作用体Ｂとよりなる。
【００２３】
　基部固定体Ａは、野生動物の捕獲用罠Ｋを地面に固定する部材であり、長い板状で埋設
可能に構成したアンカー１０とその先端に突設した基部ロッド１１よりなる。
【００２４】
　捕獲作用体Ｂは、基部固定体Ａの基端、すなわち、アンカー１０の基部１０ａにコイル
スプリングＳを介して連結されている。
【００２５】
　従って、捕獲作用体ＢはコイルスプリングＳを介して基部固定体Ａに対し開閉可能であ
り、このように捕獲作用体Ｂの先端部Ｂ１はコイルスプリングＳにより上昇付勢されてい
ることになる。
【００２６】
　捕獲作用体Ｂは、金属ロッドからなる支持基体１２と、支持基体１２に取外し自在に装
着したガイド基体１６とより構成されている。
【００２７】
　図中２及び図４の符号１３は、ガイド基体１６を支持基体１２に装着固定するために支
持基体１２に突設したばね機能を有する把持ブラケットであり、一定の外力で支持基体１
２と基部ロッド１１が離反することができる把持力を付勢されている。
【００２８】
　図５に示すように、ガイド基体１６は筒状に構成し、その中には同じく筒状に構成した
突出体１７が遊嵌収納されている。
【００２９】
　このようにガイド基体１６と突出体１７はパイプ状に構成し、突出体１７はガイド基体
１６中を突出自在に摺動することができる。
【００３０】
　ガイド基体１６と突出体１７との間には突出機構１８が介在されている。
【００３１】
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　すなわち、突出機構１８はガイド基体１６の底部１６ａと突出体１７の天井部１７ａと
の間に介設したコイル状のスプリング１９により構成している。
【００３２】
　また、基部固定体Ａの先端部Ａ１にはストッパピンＥ下端を紐体Ｆで連結し、ストッパ
ピンＥは支持基体１２の先端１２ａに穿設したピンガイド孔１２ｂから上方へ挿貫突出し
て、基部固定体Ａに捕獲作用体Ｂを一体に折畳んだ状態ではストッパピンＥはガイド基体
１６中の突出体１７前端面１７ｃに当接して突出体１７の突出付勢を規制している。Ｅ１
はストッパピンＥの先端に取り付ける筒状の金属管である。
【００３３】
　突出体１７は先方に突出した際に前端がガイド基体１６の先方にある捕獲ロープＣのロ
ープ輪Ｃ１の結び目Ｃ２に当接して結び目Ｃ２をロープ輪Ｃ１の収縮方向に変位させる機
能を有している。
【００３４】
　突出体１７の先端及び後端からはコイル状のスプリング１９の中心を挿通した捕獲ロー
プＣが挿貫されてガイド基体１６の底部１６ａから後方に伸延し、その終端Ｃ３は野生動
物の捕獲用罠Ｋを設置する周辺の固定物Ｔに固定し、突出体１７の先端から伸延した捕獲
ロープＣの先端は結び目Ｃ２を形成して収縮自在の輪に構成したロープ輪Ｃ１を構成して
いる。
【００３５】
　更には、基部固定体Ａと捕獲作用体Ｂは先端部において連結具Ｄを介して離脱自在に連
結されている。
【００３６】
　そして、外部からの一定のトリガーで連結が解除されると捕獲作用体Ｂは基端のコイル
スプリングＳを中心に傾斜状に起立して先端部Ｂ１が上昇するように構成されている。
【００３７】
　外部からの一定のトリガーとは、後述する踏み板１５を野生動物Ｙの足Ｙ１が踏んでそ
れに連動して連結具Ｄが解除されるような作動状態を指すものであり、以下においてトリ
ガーにより連結具Ｄが解除される動作について説明する。
【００３８】
　すなわち、連結具Ｄは、図６及び図７に示すように基部固定体Ａの先端、すなわち、基
部ロッド１１先端に下端部を枢支して上方に回転自在の係合リング２０と、捕獲作用体Ｂ
の支持基体１２先端に基端を固定し中途を係合リング２０の環内に挿貫することにより係
合リング２０の環で下方に押し下げられた環状紐体２１と、本体部分は環状紐体２１の先
端輪部２１ａに係止し下端部は踏み板１５の一端に穿設したピン孔１５ａに挿貫係合した
垂直ピン２２とより構成しており、しかも、外部からの一定のトリガー、例えば、踏み板
１５が野生動物の足により踏まれた場合に垂直ピン２２が踏み板１５のピン孔１５ａから
外れて飛散し上記構成部材による連結が解除されて捕獲作用体Ｂの先端部Ｂ１が基部固定
体Ａから離隔して上昇付勢するように構成する（図８参照。）。
【００３９】
　連結具Ｄは上記のように構成されており、野生動物による踏み板１５の下降によりピン
孔１５ａから垂直ピン２２が抜去されて垂直ピン２２がピン孔１５ａからの規制を脱して
飛散することはすでに説明したが、同時に環状紐体２１が係合リング２０から抜けて基部
固定体Ａの連結が解除され、捕獲作用体Ｂの先端部Ｂ１は基部固定体Ａから離隔して上昇
付勢される（図９参照。）。
【００４０】
　かかる動作と同時に、捕獲作用体Ｂのガイド基体１６中に収納した突出体１７の突出規
制が解除されて捕獲作用体Ｂの先方に向かって斜め方向に突出体１７が飛び出る。
【００４１】
　すなわち、突出体１７先端面１７ｂと当接して突出体１７を規制していたストッパピン
Ｅが捕獲作用体Ｂの上昇付勢により外れると突出体１７が飛び出し結び目Ｃ２を押してロ
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ープ輪Ｃ１を縮径し野生動物Ｙの足Ｙ１を緊縛する（図１０参照。）。すなわち、ストッ
パピンＥが上昇付勢により外れると共に筒状の金属管Ｅ１がストッパピンＥの先端から抜
去される。
【００４２】
　捕獲作用体Ｂの支持基体１２先端には地上面Ｇから一定の高さにロープ輪Ｃ１を載置し
仮固定する固定枠１４を突設し、固定枠１４の内部には略同一レベルで略円形の踏み板１
５を収納する。図１１中符号１４ａは捕獲ロープＣを係合する固定枠１４の係合爪である
。また、固定枠１４は略円形に形成されており、固定枠１４の両端部が支持基体１２の先
端にネジ止め固定されている。
【００４３】
　図１１に示すように、踏み板１５は略円形に形成しており、その周縁部近傍には一定間
隔で小孔１５ｂを多数隣接して穿設している。使用に際してはこの小孔１５ｂ中に、例え
ば、粘着性の飯粒Ｒ等を擦りつけておきその上に偽装のために葉っぱＬ等を張り付けてお
けば、野生動物Ｙの足Ｙ１が葉っぱＬ上に乗っても葉っぱＬが滑らず確実に野生動物Ｙの
踏み板１５検知を行うことができる。
【００４４】
　この発明の実施例は上記のように構成されており、次のように用いられる、かつ機能す
る。
（１）まず、野生動物を捕獲する場所に赴き、本発明の野生動物の捕獲用罠Ｋを地面上に
載置固定する（図１及び図６参照）。
　地面への固定に際しては基部固定体Ａ下方のアンカー１０を地中に埋設しておく。
　その時に野生動物の捕獲用罠Ｋの捕獲ロープＣの終端を周辺にある立木等の固定物Ｔに
固定する。捕獲ロープＣの先端は後述するように捕獲作用体Ｂの突出体先端から伸延して
その先端部分に結び目Ｃ２を介してロープ輪Ｃ１を形成している。
　しかも、ロープ輪Ｃ１はロープの固定枠１４に仮止めしておく。
　かかる状態では、地上に固定した基部固定体Ａに沿って捕獲作用体Ｂが連結具Ｄを介し
て一体のユニット状にセットされている。
　この状態の連結具Ｄは基部固定体Ａと捕獲作用体Ｂとの先端を一体に連結した状態であ
る。
【００４５】
（２）かかる状態の連結具Ｄにおいて、基部固定体Ａの先端、すなわち、基部ロッド１１
先端に下端部を枢支して上方に回転自在の係合リング２０を上方に回転して環状紐体２１
を係合リング２０の環内に挿貫し係合リング２０の環で環状紐体２１の中途部を下方に押
し下げ付勢する。
【００４６】
（３）更には、環状紐体２１の先端輪部２１ａには、踏み板１５の一端に穿設したピン孔
１５ａに挿貫係合した垂直ピン２２を係合しており、かかる係合リング２０と環状紐体２
１と垂直ピン２２とにより捕獲作用体Ｂの先端は基部固定体Ａと一体に連結されている。
　しかも、支持基体１２先端に突設された固定枠１４にはその枠内に略同一レベルで略円
形の踏み板１５を載置収納しておく。この際に当然に踏み板１５の周辺の固定枠１４の上
にはロープ輪Ｃ１が位置しており、ロープ輪Ｃ１からは結び目Ｃ２を介して捕獲ロープＣ
が後方に伸延して突出体１７の先端を通過しガイド基体１６底部から外部に導出されて端
は周辺の固定物Ｔに連結する。ガイド基体１６から突出体１７が不用意に飛び出すのを規
制する安全ピン２３を引き抜き、かかる状態で野生動物の捕獲用罠Ｋの設置準備が完了す
る。
【００４７】
（４）その後、図７から図８に示すように野生動物が踏み板１５を踏むと、踏み板１５が
野生動物の足により踏まれて降下するような外部からの一定のトリガーが発生し、垂直ピ
ン２２が踏み板１５のピン孔１５ａから外れて飛散し上記各種の構成部材からなる連結機
能が解除されて捕獲作用体Ｂの先端部が基部固定体Ａから離隔して傾斜状に上昇する。
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【００４８】
（５）連結具Ｄの解除動作の詳細について説明すると以下の通りである。
　すなわち、図８に示すように野生動物による踏み板１５の下降によりピン孔１５ａから
垂直ピン２２が抜去されて垂直ピン２２がピン孔１５ａからの規制を脱して飛散し、同時
に環状紐体２１が係合リング２０から抜けて基部固定体Ａの連結が解除され、捕獲作用体
Ｂの先端部は基部固定体Ａから離隔して上昇して斜め上方に向く。
　かかる動作と同時に、図９に示すように捕獲作用体Ｂのガイド基体１６中に収納した突
出体１７の突出規制が解除されて突出機構１８のスプリング１９により捕獲作用体Ｂの先
方に向かって突出体が飛び出す。
　すなわち、突出体１７先端面と当接して突出体１７を規制していたストッパピンＥが捕
獲作用体Ｂの上昇付勢によって外れるため突出体１７は上方傾斜方向、すなわち、固定枠
１４と一体のロープ輪Ｃ１の位置目がけて飛び出しその先端部が結び目Ｃ２に激突する。
　結び目Ｃ２は捕獲ロープＣの一端を環状に結びその中にロープの他端を挿入してロープ
輪Ｃ１を形成しており、図１０に示すように突出体１７前端部が捕獲ロープＣに沿って結
び目Ｃ２に激突し前方に押し出せば結び目Ｃ２はロープ輪Ｃ１の輪径を収縮して縮径し野
生動物Ｙの足Ｙ１を緊縛する。
【００４９】
（６）特に、捕獲作用体Ｂが傾斜状に上昇するために突出体１７も傾斜状に突出すること
になり丁度野生動物Ｙの足Ｙ１にロープ輪Ｃ１が絡もうとした瞬間に野生動物Ｙが足Ｙ１
を上方に折り曲げたり、体全体を上方に飛躍させたりしても、上方に変位した足位置の周
辺方向に突出体１７前端部が飛び出し結び目Ｃ２と激突することになりその足位置で確実
にロープ輪Ｃ１を縮径し野生動物Ｙの足Ｙ１を緊縛することになる。
その後、野生動物Ｙが足Ｙ１の緊縛の異常を感知して暴れても捕獲ロープＣは固定物Ｔに
連結されているため安全で確実な捕獲作業が完了する。
【００５０】
　以上、本発明の実施の形態のいくつかを図面に基づいて詳細に説明したが、これらは例
示であり、発明の開示の欄に記載の態様を始めとして、当業者の知識に基づいて種々の変
形、改良を施した他の形態で本発明を実施することが可能である。
【符号の説明】
【００５１】
Ｋ　野生動物の捕獲用罠
Ｙ　野生動物
Ｇ　地面
Ｔ　固定物
Ｒ　飯粒
Ｌ　葉っぱ
 
Ａ　基部固定体
Ａ１　先端部
１０　アンカー
１０ａ　基部
１１　基部ロッド
１１ａ　先端
Ｂ　捕獲作用体
Ｂ１　先端
１２　支持基体
１２ａ　先端
１２ｂ　ピンガイド孔
１３　把持ブラケット
１４　固定枠
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１４ａ　係合爪
１５　踏み板
１５ａ　ピン孔
１５ｂ　小孔
１６　ガイド基体
１６ａ　底部
１６ｂ　後端壁
１７　突出体
１７ａ　天井部
１７ｂ　突出体先端面
１８　突出機構
１９　スプリング
Ｃ　捕獲ロープ
Ｃ１　ロープ輪
Ｃ２　結び目
Ｄ　連結具
２０　係合リング
２１　環状紐体
２１ａ　先端輪部
２２　垂直ピン
２３　安全ピン
Ｅ　ストッパピン
Ｆ　紐体
Ｓ　コイルスプリング
【要約】　　　（修正有）
【課題】野生動物が踏み板等の検知部材に接触したらロープ輪が地上から上方に変位して
空中で輪の絞りこみ作動をするように構成して野生動物の瞬間的な罠からの逃避行動に追
従して野生動物の足にロープ輪で確実に捕縛可能な野生動物の捕獲用罠を提供する。
【解決手段】地上に固定する基部固定体Ａと上昇付勢により先端部が基部固定体から離隔
するように連結構成した捕獲作用体Ｂとよりなり、捕獲作用体は、支持基体と、支持基体
に装着したガイド基体１６と、突出付勢された前端がガイド基体の先方にあるロープ輪Ｃ
１の結び目Ｃ２に当接して結び目をロープ輪の収縮方向に変位させる突出体１７と、突出
体をガイド基体に沿って前方向に突出付勢する突出機構と、突出体に沿って伸延し一端は
周辺の固定物Ｔに固定し、他端は結び目を形成して収縮自在の輪に構成したロープ輪から
なる捕獲ロープとから構成した。
【選択図】図１
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【図７】 【図８】
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